
 

 

 

県では、自然条件に左右されず、安定的な発電が期待できるバイオマス・水力・地熱と、エネル

ギーとして利用する際に二酸化炭素を排出せず、脱炭素化への寄与が期待できる水素につい

て、地域特性を生かした導入促進を図ることとしています。 

このため、これらの再生可能エネルギー発電設備及び水素の製造・利活用設備の導入に資す

る経費に対し支援することで、その導入を促進します。 

 

○ 補助対象となる事業 

バイオマス・小水力・地熱を利用した発電設備及び水素製造・利活用の導入に必要な経費（導入

可能性調査、設備の基本設計等）に対して補助します。 

 

１ 導入可能性調査 

バイオマス発電設備、小水力発電設備、地熱発電設備及び水素製造・利活用の導入に必要

な計画の作成や調査を行う事業です。 

 

２ 設備の基本設計 

バイオマス発電設備、小水力発電設備、地熱発電設備及び水素製造・利活用の導入のため

の基本設計を行う事業です。 

なお、詳細設計（実施設計）は対象になりません。 

 

○ 補助対象事業および補助率等 

補助の対象  

補助率 対象事業 対象経費 補助対象者 

バイオマス発電事業 外注費、人件費、リース

料、旅費、謝金、その他

必要な経費 

 

 

民間事業者 

 

１／２以内 

（上限200万円） 
地熱発電事業 

小水力発電事業 

（出力1，000ｋＷ以下） 

水素製造・利活用設備事業 

 

○ 募集期間 

   令和８年５月 1日（金）～令和８年６月 19日(金)午後 5時 

 

○ 書類提出先・問合せ先（土日祝日を除く） 

   鹿児島県商工労働水産部エネルギー対策課 エネルギー高度化係 

   電話：０９９－２８６－２４１７ 

   E-mail：ene-koudo@pref.kagoshima.lg.jp  

鹿児島県ＧＸ推進再エネ導入支援事業費補助金 

（再生可能エネルギー発電設備及び水素製造・利活用導入可能性調査事業）のご案内 

 


